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○
経
済
産
業
省
告
示
第
二
十
七
号

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項

及
び
第
百
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に

基
づ
き
参
考
上
限
取
引
価
格
及
び
調
整
基
準
取
引
価
格
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

経
済
産
業
大
臣

赤
澤

亮
正

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
参
考
上
限
取
引
価
格
及
び
調
整

基
準
取
引
価
格
を
定
め
る
告
示

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
お

い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
参
考
上
限
取
引
価
格
及
び
調
整
基
準
取
引
価
格
）

第
二
条

令
和
八
年
度
の
参
考
上
限
取
引
価
格
及
び
調
整
基
準
取
引
価
格
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
価
格
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
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一

参
考
上
限
取
引
価
格

四
千
三
百
円

二

調
整
基
準
取
引
価
格

千
七
百
円

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
検
討
）

２

令
和
九
年
度
か
ら
令
和
十
二
年
度
ま
で
の
参
考
上
限
取
引
価
格
及
び
調
整
基
準
取
引
価
格
は
、
各
年
度
の
開
始
前
に
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
価
格
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
基
礎
と
し
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

参
考
上
限
取
引
価
格

当
該
各
年
度
の
前
年
度
の
参
考
上
限
取
引
価
格
の
額
に
、
一
・
〇
三
に
当
該
各
年
度
の
国
内
企

業
物
価
指
数
の
見
通
し
の
値
（
当
該
各
年
度
の
前
年
度
に
お
い
て
閣
議
の
決
定
を
経
て
定
め
る
経
済
見
通
し
と
経
済
財
政

運
営
の
基
本
的
態
度
に
つ
い
て
別
添
に
掲
げ
る
当
該
各
年
度
の
国
内
企
業
物
価
指
数
の
見
通
し
の
値
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
を
加
算
し
た
値
を
乗
じ
て
得
た
額

二

調
整
基
準
取
引
価
格

当
該
各
年
度
の
前
年
度
の
調
整
基
準
取
引
価
格
の
額
に
、
一
・
〇
三
に
当
該
各
年
度
の
国
内
企
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業
物
価
指
数
の
見
通
し
の
値
を
加
算
し
た
値
を
乗
じ
て
得
た
額


